
財政状況等一覧表（平成１９年度）
（単位：千円）

団体名　　茅ヶ崎市 標準税収入額等
A

普通交付税額
B

臨時財政対策
債発行可能額C

標準財政規模
A+B+C

37,209,621                    - 1,725,924 38,935,545

１．一般会計等の財政状況
（単位：千円）

一般会計 58,612,104 55,377,338 3,234,766 2,599,513 1,166 42,742,273
市民活動推進基金
から1,166千円繰入

公共用地先行取得事業特別会計 2,319,993 2,319,993 0 0 2,319,993 3,250,200

一般会計等（純計） 58,612,104 55,377,338 3,234,766 2,599,513 45,992,473
市民活動推進基金
から1,166千円繰入

　（注）　一般会計等（純計）は、会計間の経費の重複（繰入金、繰出金など）を調整しているため、計は符合しません。

２．公営企業会計等の財政状況
（単位：千円）

茅ヶ崎市立病院事業会計 9,978,032 10,063,385 △ 85,353 4,562,751 1,282,897 14,424,904 10,054,158 法適用企業

下水道事業特別会計 8,591,585 8,261,537 330,048 300,000 1,786,625 35,656,558 20,787,773 法非適用企業

国民健康保険事業特別会計 21,029,033 20,609,732 419,301 350,001 1,877,164                    -                     -
国民健康保険運営基金
から157,000千円繰入

老人保健医療事業特別会計 12,371,083 12,639,748 △ 268,665 △ 268,665 936,805                    -                     -

介護保険事業特別会計 9,289,041 8,809,999 479,042 467,282 1,429,904                    -                     -
介護保険運営基金から
66,420千円繰入

公営企業会計等　計 5,411,369 50,081,462 30,841,931

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業です。
　　　　　２．法適用企業に係るもの以外のものについては「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示しています。
　　　　　３．「資金剰余額／不足額（実質収支）」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数（△～）で表示しています。
　　　　　４．「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額です。

３．関係する一部事務組合等の財政状況
（単位：千円）

神奈川県後期高齢者医療広域連合 3,027,165 2,836,387 190,778 190,778                    -                    -                    - 負担金を支出

一部事務組合等　計 190,778                    -                    -

４．地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
（単位：千円）

茅ヶ崎市土地開発公社 33,475 297,285 5,000 　　　　　　　　－ 0 　　　　　　　　－ 3,520,000 3,501,619

(財)茅ヶ崎市学校建設公社 △ 9 9,215 5,000 　　　　　　　　－ 0 　　　　　　　　－ 1,020,000 102,000

(財)茅ヶ崎市都市施設公社 4,626 29,477 8,000 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　　　－

(財)茅ヶ崎市文化振興財団 12,161 332,064 300,000 48,439 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　　　－

(社福)茅ヶ崎市社会福祉事業団 18,784 54,791 3,000 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　　　－ ※参考として記載

(財)かながわ海岸美化財団 △ 683 1,827,064 25,998 11,147 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　　　－ 補助金（負担金）を支出

(財)かながわ健康財団 15,163 792,850 1,404 30 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　　　－ 補助金（負担金）を支出

地方公社・第三セクター等　計 348,402 59,616 0 　　　　　　　　－ 4,540,000 3,603,619

　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示しています。

５．充当可能基金の状況
（単位：千円）

充当可能基金名
平成18年度

A
平成19年度

B
差引
B-A

財 政 調 整 基 金 5,532,017 5,557,440 25,423

減 債 基 金                   -                   -                   -

その他充当可能基金 1,190,937 3,069,407 1,878,470

充当可能基金 計 6,722,954 8,626,847 1,903,893

　（注） 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含みません。

６．財政指標の状況

財政指標名
平成18年度

A
平成19年度

B
差引
B-A

早期健全化
基準

財政再生
基準

平成18年度
A

平成19年度
B

差引
B-A

実 質 赤 字 比 率 8.79 6.67 △ 2.12 △ 11.49 △ 20.00 50.7 49.5 △ 1.2

連結実質赤字比率 22.93 20.57 △ 2.4 △ 16.49 △ 40.00 7.6 7.4 △ 0.2

実 質 公 債 費 比 率 11.7 4.7 △ 7.0 25.0 35.0

将 来 負 担 比 率 25.3 350.0

財 政 力 指 数 1.02 1.05 0.03

経 常 収 支 比 率 90.3 90.1 △ 0.2

　（注）　１．「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数（△～）で表示しており、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示しています。

　　　　　２．「資金不足比率」の早期健全化基準に相当する「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 20％です（公営競技は0％）。
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